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安心安心安全安全なまちづくりのための はじめの一歩　なまちづくりのための はじめの一歩　

「市民参加型合同防災訓練」「市民参加型合同防災訓練」 P2～ P5

みんなで進める「市民主体のまちづくり」みんなで進める「市民主体のまちづくり」

P6～ P8

昨年の防災フェア・稲敷消防高度救助隊の救助訓練の様子

H24. ９

H25. ９

H26. ３

H25.10

H25.11

［市民の分野］［議会の分野］ ［行政の分野］

各主体による骨子の検討・作成

意見交換会

各主体（市民・議会・行政）の協議
（関連事項の整理）

条例素案の作成

条例案の作成

条例案の議会上程

市民懇談会・パブリックコメント

市民 議会 行政

市

骨
子
案
・

　
　

骨
子

条
例
素
案

条
例
案

　

今
後
市
で
は
、
各
主
体
で
作
成
し
た
骨
子
を
基
本
に
、
関

連
事
項
を
整
理
し
条
例
素
案
を
策
定
し
ま
す
。
そ
の
後
、「
市

民
懇
談
会
」
や
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
」
な
ど
を
通
じ
て
、

広
く
市
民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を
伺
い
、
有
意
な
意
見
を
反
映

さ
せ
て
条
例
案
を
取
り
ま
と
め
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
市
民
参

加
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
み
な
が
ら
、
平
成
26
年
３
月
市
議
会
定

例
会
へ
上
程
す
る
こ
と
を
目
標
に
作
業
を
進
め
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

　

な
お
、
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
市

公
式
サ
イ
ト
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

今
後
の
取
り
組
み

今
後
の
取
り
組
み

地域コミュニティ活動地域コミュニティ活動 市民参加と協働の推進市民参加と協働の推進

市民

●地域コミュニティ※は、地域に関わる
多様な主体と協働し、住みよいまちづ
くりを推進します。
●市民は、自らがまちづくりの担い手と
して認識し、自主的に参加し、協力す
るよう努めます。
●市は、地域コミュニティ活動を促進す
るために必要な措置を講じます。

●市は、市民がまちづくりに参加できる
よう多様な機会を提供するとともに、参
加しやすい環境を整備します。
●市は、政策形成過程において、市民が
市政に参加できるよう努めます。
●市民および市は、適切な役割分担の下、
互いの自主性および特性を尊重し、対等
な立場で連携し、協力するよう努めます。

行政

市民

地域コミュニティ

参加・協力
守り育てる

活動に必要な支援協働

協働による
市民生活の課題の
解決

審議会などの委員・
パブリックコメント
などへの参加

※「地域コミュニティ」とは、一定の地域を基盤とした、住民の組織あるいは住民同士のつながりであり、住民相互の信頼
および連帯により、住みよい地域社会の実現に向けたさまざまな活動を自主的・自立的に行う地縁型の組織です。

行政

条例制定までの流れ（予定）条例制定までの流れ（予定）
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こ
れ
ま
で
の
経
緯

　

当
市
域
に
お
い
て
は
、
直
下
型
地
震
に

よ
る
被
害
が
最
も
深
刻
と
想
定
し
て
い
ま

す
。
同
じ
直
下
型
地
震
で
あ
っ
た
「
阪
神
・

淡
路
大
震
災
」
に
お
い
て
は
、
倒
壊
家
屋

に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
人
は
約
16
・
５
万
人
、

そ
の
う
ち
、
自
力
脱
出
し
た
人
は
約
13
万

人
、
約
３
・
５
万
人
の
人
々
が
自
力
脱
出
が

で
き
ず
要
救
助
の
状
態
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
約
３
・
５
万
人
を
助
け
だ
し
た
の
は

近
隣
住
民
が
約
２
・
７
万
人
、
消
防
・
警
察
・

自
衛
隊
が
約
８
千
人
で
し
た
。
そ
の
割
合

は
お
よ
そ
「
自
助
：
共
助
：
公
助
＝
16
：

３
：
１
」
と
、「
自
助
」「
共
助
」
が
大
き

な
力
を
発
揮
し
た
こ
と
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
市
で
は
災
害
対
策
本
部
と
防

災
関
係
機
関
の
連
携
や
、
身
体
防
護
、
救

出
・
救
護
、
初
期
消
火
な
ど
の
訓
練
を
、

総
合
防
災
訓
練
（
防
災
フ
ェ
ア
）
と
し
て
、

市
民
防
災
の
日
（
注
）
を
中
心
に
実
施
し
、

災
害
に
対
す
る
即
応
能
力
の
向
上
を
図
っ

て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
各
地
域
（
共
助
）

と
市
（
公
助
）
と
の
連
携
に
よ
る
本
格
的

な
「
市
民
参
加
型
合
同
防
災
訓
練
」
は
実

施
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
現
実
を
踏
ま
え
、
各
地
域

の
自
主
防
災
組
織
が
「
自
ら
の
命
と
自
分

た
ち
の
地
域
は
自
分
た
ち
で
守
る
」
の
考

え
方
の
も
と
、
本
年
度
よ
り
、
中
核
的
な

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
を
単
位
と
し
て
、

地
域
の
皆
さ
ん
と
と
も
に
「
市
民
参
加
型

合
同
防
災
訓
練
」
の
は
じ
め
の
一
歩
を
踏

み
出
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

（
注
）
市
民
防
災
の
日
：
昭
和
56
年
の
小
貝

川
決
壊
に
よ
る
大
洪
水
に
ち
な
ん
で
８
月

24
日
を
市
民
防
災
の
日
に
設
定

「
市
民
参
加
型
合
同
防
災
訓
練
」
と

は
？

　

災
害
は
い
つ
、
ど
こ
で
発
生
す
る
の
か

は
分
か
り
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
が
住
ん
で
い

る
地
域
で
大
き
な
地
震
が
発
生
す
る
こ
と

も
十
分
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
訓
練
は
、

そ
の
市
街
地
で
大
規
模
地
震
が
発
生
し
た

と
の
想
定
で
実
践
的
に
訓
練
す
る
も
の
で

す
。

　

具
体
的
に
は
、
電
話
が
使
用
で
き
な
い

場
合
で
も
連
絡
交
信
で
き
る
Ｍ
Ｃ
Ａ
無
線

機
な
ど
を
使
用
し
て
、
市
災
害
対
策
本
部

と
地
域
の
避
難
所
の
間
で
、
被
災
情
報
の

収
集
や
救
援
活
動
の
要
請
を
迅
速
に
行
な

う
訓
練
、
さ
ら
に
、
避
難
所
や
福
祉
避
難
所
、

給
水
所
な
ど
を
地
域
の
皆
さ
ん
と
市
災
害

対
策
本
部
が
協
力
し
て
設
置
・
運
営
す
る

訓
練
な
ど
を
行
い
ま
す
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、

市
災
害
対
策
本
部
の
機
能
や
、
地
域
の
皆

さ
ん
の
災
害
対
応
能
力
が
格
段
に
向
上
す

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

龍
ケ
崎
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会

（
地
区
内
自
主
防
災
組
織
）・
龍
ケ
崎

小
学
校
・
龍
ケ
崎
市
合
同
防
災
訓
練

　

今
回
の
市
民
参
加
型
合
同
防
災
訓
練
は
、

龍
ケ
崎
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会
（
地

区
内
自
主
防
災
組
織
）・
龍
ケ
崎
小
学
校
・

龍
ケ
崎
市
の
連
携
の
も
と
初
動
対
応
避
難

訓
練
を
実
施
し
ま
す
。

①
訓
練
目
的

　

大
規
模
地
震
発
生
直
後
に
龍
ケ
崎
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会
（
地
区
内
自
主
防

災
組
織
）・
龍
ケ
崎
小
学
校
・
龍
ケ
崎
市
災

害
対
策
本
部
が
そ
れ
ぞ
れ
被
害
情
報
を
収

集
し
、
応
急
対
策
を
講
じ
、
そ
れ
を
広
報

伝
達
す
る
と
と
も
に
避
難
所
の
設
置
運
営

に
つ
な
げ
る
な
ど
の
初
動
対
応
に
お
け
る

相
互
の
連
携
強
化
お
よ
び
住
民
・
小
学
生
・

市
職
員
の
初
動
対
応
能
力
の
向
上
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

②
訓
練
日
時
・
場
所

◉
日
時
：
10
月
27
日
（
日
）
午
前
８
時
〜

午
後
１
時
（
予
定
）・
雨
天
決
行
（
災
害
が

発
生
ま
た
は
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

は
中
止
）

◉
場
所
：
龍
ケ
崎
市
役
所
・
龍
ケ
崎
小
学
校

お
よ
び
龍
ケ
崎
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

③
訓
練
項
目

　

避
難
所
・
福
祉
避
難
所
お
よ
び
給
水
所

な
ど
の
設
置
・
運
営
訓
練
。

◉
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会
：
安
否
確

認
・
避
難
誘
導
お
よ
び
避
難
所
の
設
置
・

運
営
訓
練
。

◉
小
学
校
：
避
難
所
設
置
の
手
伝
い
、
避

難
所
生
活
で
の
ル
ー
ル
な
ど
の
体
験
学
習
。

◉
市
：
被
害
情
報
の
収
集
、
情
報
の
広
報
・

伝
達
、
避
難
所
の
設
置
・
運
営
、
飲
料
水

確
保
、
応
急
物
資
調
達
、
要
援
護
者
対
策

な
ど
の
現
地
対
策
訓
練
。

④
災
害
の
想
定

　

10
月
27
日
（
日
）
午
前
８
時
ご
ろ
茨
城

県
南
部
を
震
源
と
す
る
震
度
６
弱
の
首
都

直
下
「
茨
城
県
南
部
地
震
」
が
発
生
、
龍

ケ
崎
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会
の
地
域

内
は
、
商
店
街
大
通
り
付
近
の
被
害
が
大

き
く
、
停
電
・
断
水
、
都
市
ガ
ス
は
使
用

不
能
と
な
り
、
電
話
・
メ
ー
ル
は
つ
な
が

り
に
く
い
状
況
と
し
て
い
ま
す
。

⑤
訓
練
の
流
れ

　

訓
練
イ
メ
ー
ジ
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

市
民
参
加
型
合
同
防
災
訓
練

市
民
参
加
型
合
同
防
災
訓
練

の
目
的

の
目
的

市
民
参
加
型
合
同
防
災
訓
練

市
民
参
加
型
合
同
防
災
訓
練

の
概
要

の
概
要
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市
民
の
役
割
「
自
助
」

　
「
自
助
」
と
は
、
自
分
と
家
族
の
安
全
は

自
分
で
守
る
と
い
う
「
防
災
の
基
本
」
で
す
。

防
災
に
関
す
る
知
識
を
自
ら
学
び
、
実
践

し
て
災
害
に
備
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

地
域
の
役
割
「
共
助
」

　
「
共
助
」
と
は
、
わ
が
ま
ち
は
、
わ
が
手

で
守
る
と
い
う
「
ご
近
所
の
力
」
で
す
。

大
規
模
な
災
害
が
発
生
し
た
場
合
、
市
や

消
防
な
ど
が
同
時
に
す
べ
て
の
被
災
現
場

に
向
か
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

救
出
活
動
や
消
火
活
動
は
、
い
か
に
早
く
、

多
く
の
人
が
協
力
し
て
対
応
す
る
か
が
ポ

イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
ふ
だ
ん
か
ら
交
流

を
持
ち
、
災
害
に
対
す
る
共
通
認
識
と
協

力
体
制
を
構
築
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。 市

民
・
地
域
・
市
そ
れ
ぞ
れ

市
民
・
地
域
・
市
そ
れ
ぞ
れ

の
役
割

の
役
割

■問い合わせ：危機管理室消防防災グループ☎内線 350

　
「
３
・
11
」
東
日
本
大
震
災
で
は
、
家
屋
な
ど
の
被
害
の
ほ
か
、
停
電
や
断
水
、
電
話
が
つ
な
が
り
に
く
い
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
混
乱
が
生

じ
ま
し
た
。
日
中
の
発
災
で
あ
っ
た
た
め
、
混
乱
の
な
か
で
も
な
ん
と
か
初
動
体
制
を
と
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
も
し
、
真
夜
中
だ
っ
た

ら
…
。

　

こ
の
大
規
模
な
災
害
で
我
々
が
得
た
大
き
な
教
訓
は
、
情
報
収
集
・
伝
達
の
混
乱
を
最
小
限
と
す
る
こ
と
や
、
避
難
所
設
置
や
給
水
活
動
な

ど
の
市
が
行
う
災
害
対
策
、
い
わ
ゆ
る
「
公
助
」
の
体
制
が
整
う
ま
で
の
間
、
自
分
自
身
や
家
族
を
守
る
「
自
助
」、
隣
近
所
や
地
域
で
お
互

い
に
助
け
合
う
「
共
助
」
の
大
切
さ
で
す
。
さ
ら
に
、「
自
助
」「
共
助
」「
公
助
」
が
お
互
い
に
補
完
し
あ
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
痛

感
し
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
、
参
加
者
の
皆
さ
ん
「
自
助
」
と
各
地
域
「
共
助
」
と
市
「
公
助
」
の
市
民
参
加
型
合
同
防
災
訓
練
を
実
施
し
、
地
域
に
お
け
る

防
災
体
制
の
強
化
を
図
り
、
安
心
安
全
が
実
感
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

市
の
役
割
「
公
助
」

 

「
公
助
」
と
は
、
市
を
は

じ
め
、
消
防
、
警
察
、
県
、

自
衛
隊
な
ど
に
よ
る
応
急

対
策
活
動
で
す
。
市
災
害

対
策
本
部
に
お
い
て
一
元

的
に
被
害
情
報
を
収
集

し
、
関
係
機
関
の
全
て
の

機
能
を
発
揮
し
て
即
時
救

援
活
動
な
ど
を
実
施
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
し
か

し
な
が
ら
「
公
助
」
の
機

能
を
発
揮
す
る
に
は
一
定

の
時
間
が
必
要
と
い
う
現

実
が
あ
り
ま
す
。　

安心安全なまちづくりのための安心安全なまちづくりのための

「市民参加型合同防災訓練」

はじめの一歩はじめの一歩

自助…
自分と家族の安全は、

自分で守る

（防災の基本）

共助…
自主防災組織など地域

住民が相互に助け合う

こと。

公助…
国・県・市や警察、消防

などの行政機関による

災害活動。
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突
然
発
生
し
た
、
震
災
の
直
後
、
自
分

を
守
る
の
は
「
自
助
」
の
力
で
す
。
自
分

ひ
と
り
で
は
対
応
で
き
な
い
状
況
に
な
っ

た
と
き
、
頼
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
地
域

住
民
に
よ
る
「
共
助
」
の
力
で
す
。
そ
れ

は
同
時
に
、「
共
助
」
に
参
加
す
る
こ
と
に

も
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、「
公
助
」と
と
も
に
、

復
旧
・
復
興
へ
と
向
か
い
ま
す
。

　

こ
の
と
き
、「
公
助
」
の
取
り
組
み
は
、

大
多
数
の
市
民
に
共
通
す
る
標
準
的
な

ニ
ー
ズ
を
優
先
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
一

方
、「
自
助
」・「
共
助
」
の
取
り
組
み
は
、

目
の
前
に
い
る
被
災
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

お
互
い
の
弱
点
を
補
い
、
長
所
を
発
揮
し

あ
う
こ
と
で
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ー
ズ
に
対
応

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
防
災
力
が
向

上
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
「
自
助
」「
共
助
」「
公
助
」
の
連
携
に
お

い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
体
制
を
構
築
し
、

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
訓
練
を
重
ね
る
こ

と
が
重
要
で
す
。「
市
民
参
加
型
合
同
防
災

訓
練
」
は
、個
々
の
知
識
や
経
験
値
の
向
上
、

地
域
の
結
束
力
の
向
上
、
市
や
学
校
な
ど

と
の
連
携
体
制
の
強
化
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
成
果
が
期
待
で
き
る
実
践
的
な
訓
練
で

す
。
よ
り
多
く
の
龍
ケ
崎
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
皆
さ
ん
の
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
今
回
の
訓
練
で
は
、
市
内
全
域

の
自
主
防
災
組
織
の
皆
さ
ん
や
防
災
士
の

皆
さ
ん
に
こ
の
訓
練
を
研
修
し
て
い
た
だ

く
た
め
、
研
修
班
を
設
け
て
現
場
説
明
を

行
う
予
定
で
す
。

　

訓
練
終
了
後
は
、
訓
練
の
成
果
を
検
証

す
る
と
と
も
に
、
地
域
の
皆
さ
ん
の
ご
意

見
・
ご
感
想
な
ど
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、

よ
り
効
果
的
な
訓
練
を
目
指
し
、
さ
ら
な

る
安
心
で
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し

ま
す
。

　
「
備
え
あ
れ
ば
憂
い
な
し
」
で
す
。
さ
あ
、

一
歩
を
踏
み
出
し
ま
し
ょ
う
！

こ
れ
か
ら
の
「
自
助
」・「
共
助
」・

こ
れ
か
ら
の
「
自
助
」・「
共
助
」・

「
公
助
」
の
連
携
が
目
指
す
も
の

「
公
助
」
の
連
携
が
目
指
す
も
の

《 自助 》《 自助 》

《 共助 》《 共助 》

《 公助 》《 公助 》

協働協働

参加参加

災害図上訓練をはじめて実施災害図上訓練をはじめて実施

　7月 7日（日）、午後 1時 30 分から、たつのこアリーナにおいて、自主防災組織役員と防災士によ
る災害図上訓練 ｢DIG（ディグ）｣を、NPO法人茨城県防災士ネットワークから防災士 12 人を講師に
招き開催しました。
　災害図上訓練（DIG）とは、｢Disaster（災害）、Imagination（想像力）、Game（ゲーム）｣の頭文字を取っ
て命名され、訓練参加者が大きな地図を囲んで、今までに経験したことのない災害をイメージしなが
ら地域の防災に関する課題を発見し、災害対応や事
前の対策などを検討するための手法のひとつです。
　参加者は、今年３月に発行した ｢ 防災の手引き ｣
などの資料をもとに、想定した災害が自分の地域で
起こっているかのように、地図を使い危険箇所など
の予測、そして避難所までの経路などを検討してい
ました。訓練とはいえ、緊張感が漂う雰囲気でした。
　参加された自主防災組織の皆さんが、市内在住の
防災士の方とともに「自助」「共助」「公助」の連携
の考えのもと、この訓練を地域の防災対策に生かし
ていただけるものと考えています。

市民防災フェア 2013 総合防災訓練を開催します市民防災フェア 2013 総合防災訓練を開催します

　８月 25 日（日）午前９時から正午に、龍ケ崎市小貝川市民運動公園で市民防災フェア 2013 総合防災
訓練を開催します。訓練では、消防車両による火災消火、自衛隊や茨城県防災ヘリコプターなどによる
救助訓練など、会場では緊迫感あふれる訓練が繰り広げられます。過去の大きな被害を思い出し、防災
について考える良い機会です。ぜひ、皆さんも見学に来てください。

協力・連携による
相乗効果の発揮が
ポイント

政策情報誌　平成 25年 8月（第 8号） － 4 －

安心安全なまちづくりのための はじめの一歩　「市民参加型合同防災訓練」

住民

①安否確認 ②避難行動

住民

（要援護者）

一時避難場所

住民自治組織

（自主防災組織）

避難所

地域コミュニ

ティ協議会

市役所

市災害対策本部

③一時避難場所への避難 ④要援護者避難支援

⑤避難所へ移動 ⑥福祉避難所受け付け

⑦市災害対策本部活動 ⑧給水所開設

実施主体

市民参加型合同防災訓練の流れ市民参加型合同防災訓練の流れ
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みんなで進める「市民主体のまちづくり」

　

今
月
４
日
と
11
日
の
両
日
に
は
、
検
討

委
員
会
で
作
成
し
た
骨
子
案
に
対
す
る
意

見
交
換
会
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
な

ど
を
会
場
に
、
計
４
回
開
催
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
は
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
、「
市
民
の

権
利
や
役
割
・
責
務
」「
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
」「
市
民
参
加
」「
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
」

「
住
民
投
票
」
な
ど
に
つ
い
て
多
く
の
意
見

が
出
さ
れ
、
熱
心
な
議
論
が
行
わ
れ
ま
し

た
。

　

ま
た
、「
議
会
の
分
野
」
に
つ
い
て
は
、

「
龍
ケ
崎
市
議
会
」
に
お
い
て
「
議
会
及
び

議
員
の
役
割
・
責
務
」
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、

「
行
政
の
分
野
」
に
つ
い
て
は
、
市
職
員
で

構
成
す
る
「（
仮
称
）
龍
ケ
崎
市
自
治
基
本

条
例
検
討
職
員
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
お
い

て
、「
市
長
及
び
職
員
の
役
割
・
責
務
」
を

は
じ
め
、「
情
報
共
有
」「
市
政
運
営
」「
財

政
運
営
」「
国
・
県
・
他
自
治
体
と
の
連
携
、

協
力
」
な
ど
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

市民の皆さんと議会、行政（市長など）がそれぞれの役割を認識し
ながら、市政に関する情報を共有するなど、市民の皆さんが市政に主
体的に参加する環境を整え、市民主体のまちづくりを目指します。

　龍ケ崎市の住民のほか、通勤・通
学者、市内に事業所のある法人、市
内で活動する個人・団体などです。
　まちづくりには、いろいろな方々
が力を合わせていくことが必要です。

■市民の権利
●まちづくりに参加する権利
●市政情報を知る権利
■市民の役割・責務
●地域社会に関心を持ち、自主的にまち
　づくりへの参加に努めます。
●互いに認め合い尊重し、協力してまち
　づくりを進めます。
●自らの発言と行動に責任を持ちます。

◀政策形成、実施などの
　各過程への参加
◀審議会などへの参加
◀意見・要望などの提出

◀請願・　
　陳情・
　傍聴など

▶情報の公開、提供
▶個人情報の保護

▶コミュニティ活動支援

▶市民意思の把握と
　市政への反映

▶開かれた議会運営

■市長の役割・責務
●市民の信託に応え、公正かつ誠実に市政運営を
　行います。
●市政運営にあたっては、多様な市民などの意見
　を十分に反映させます。
■市職員の役割・責務
●市民と協働し、公正かつ誠実に職務を遂行します。
●積極的に知識の習得、能力の向上に努めます。

■議会の役割・責務
●市民の意思が市政に反映されるよう努めます。
●情報提供による開かれた議会運営に努めます。
■議員の役割・責務
●市民の意見を積極的に把握し、市政に反映さ
　れるよう努めます。

選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
議
員

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

▲条例、予算などの議案の提出

▼条例、予算などの議案の議決
▼市政運営に対する監視

骨子案の概要骨子案の概要

市民

議会 行政

市
長
、
市
職
員
の
ほ
か
、
教
育
委

員
会
や
選
挙
管
理
委
員
会
な
ど
の

各
種
委
員
会
も
含
み
ま
す
。

８月４日に開催した「意見交換会」の様子

政策情報誌　平成 25年 8月（第 8号） － 6 －

みんなで進める「市民主体のまちづくり」

　

本
格
的
な
地
方
分
権
時
代
の
到
来
に
よ

り
、
地
方
自
治
体
で
は
、
地
域
の
こ
と
は

地
域
で
考
え
る
と
い
う
「
自
己
決
定
・
自

己
責
任
」
に
基
づ
い
た
市
政
運
営
が
求
め

ら
れ
て
お
り
、
市
民
の
意
思
に
基
づ
い
て
、

地
域
の
特
性
を
活
か
し
た
主
体
的
な
ま
ち

づ
く
り
を
行
う
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
少
子
・
高
齢
化
、
人
口
減
少
の

進
行
や
、
地
域
に
お
け
る
防
災
・
防
犯
体

制
な
ど
の
新
た
な
社
会
的
課
題
に
対
応
す

る
た
め
に
は
、
地
域
に
お
け
る
市
民
活
動

の
活
性
化
、
地
域
力
の
向
上
が
不
可
欠
と

な
っ
て
お
り
、
市
民
の
皆
さ
ん
と
の
適
切

な
役
割
分
担
の
も
と
、
協
働
の
取
り
組
み

を
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

そ
こ
で
、
当
市
で
は
、
自
治
の
基
本
理

念
や
市
政
運
営
の
基
本
原
則
を
は
じ
め
、

自
治
を
担
う
市
民
、
議
会
及
び
行
政
の
権

利
や
責
務
な
ど
を
盛
り
込
む
と
と
も
に
、

市
民
自
治
を
よ
り
一
層
推
進
し
て
い
く
た

め
の
基
本
的
な
ル
ー
ル
と
な
る
「
自
治
基

本
条
例
（
仮
称
）」
の
制
定
に
向
け
た
取
り

組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

特
に
、
当
市
に
お
い
て
は
、「
新
し
い
公

共
」
を
見
据
え
た
市
民
協
働
に
よ
る
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
る
と
と
も
に
、
多
く
の
市

民
の
皆
さ
ん
に
市
政
へ
の
関
心
を
高
め
て

い
た
だ
き
、
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
さ
ま

ざ
ま
な
分
野
へ
参
加
す
る
仕
組
み
を
担
保

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

本
条
例
の
制
定
に
あ
た
っ
て
は
、
市
民
、

議
会
、
行
政
の
各
主
体
が
そ
れ
ぞ
れ
自
ら

の
分
野
を
検
討
し
、
条
例
に
盛
り
込
む
べ

き
事
項
と
そ
の
考
え
方
、
い
わ
ゆ
る
「
骨

子
」
を
作
成
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

「
市
民
の
分
野
」
に
つ
い
て
は
、
市
民
と
学

識
経
験
者
で
構
成
さ
れ
る
「
龍
ケ
崎
市
市

民
自
治
の
基
本
理
念
等
を
定
め
る
条
例
に

関
す
る
検
討
委
員
会
（
以
下
「
検
討
委
員

会
」
と
い
う
）」
に
お
い
て
、
昨
年
秋
か
ら
、

こ
れ
ま
で
14
回
に
わ
た
る
会
議
を
開
催
し
、

熱
心
な
議
論
、
意
見
交
換
を
行
っ
て
き
ま

し
た
。

■問い合わせ：企画課地域戦略グループ☎内線 364

　

市
の
最
上
位
計
画
「
ふ
る
さ
と
龍
ケ
崎
戦
略
プ
ラ
ン
」
で
は
、
目
指
し
て
い
く
ま
ち
の
姿
を
「
人

が
元
気　

ま
ち
も
元
気　

自
慢
し
た
く
な
る
ふ
る
さ
と 

龍
ケ
崎
」
と
定
め
、
そ
の
実
現
の
た
め
の
重

点
戦
略
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
と
地
域
力
の
ア
ッ
プ
」
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、「
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
と
地
域
力
の
ア
ッ
プ
」
を
進
め
る
た
め
、
自
治
の
基
本
理
念
や
市

政
運
営
の
基
本
原
則
な
ど
、
市
民
、
議
会
、
行
政
が
協
力
し
て
、
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
た
め
の
基
本
的
な
ル
ー
ル
を
定
め
た
「
龍
ケ
崎

市
自
治
基
本
条
例
（
仮
称
）（
以
下
「
本
条
例
」
と
い
う
）」
の
制
定
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

自
治
基
本
条
例
制
定
の
背
景

自
治
基
本
条
例
制
定
の
背
景

取
り
組
み
状
況

取
り
組
み
状
況

「検討委員会」の様子
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安心安心安全安全なまちづくりのための はじめの一歩　なまちづくりのための はじめの一歩　

「市民参加型合同防災訓練」「市民参加型合同防災訓練」 P2～ P5

みんなで進める「市民主体のまちづくり」みんなで進める「市民主体のまちづくり」

P6～ P8

昨年の防災フェア・稲敷消防高度救助隊の救助訓練の様子

H24. ９

H25. ９

H26. ３

H25.10

H25.11

［市民の分野］［議会の分野］ ［行政の分野］

各主体による骨子の検討・作成

意見交換会

各主体（市民・議会・行政）の協議
（関連事項の整理）

条例素案の作成

条例案の作成

条例案の議会上程

市民懇談会・パブリックコメント

市民 議会 行政

市

骨
子
案
・

　
　

骨
子

条
例
素
案

条
例
案

　

今
後
市
で
は
、
各
主
体
で
作
成
し
た
骨
子
を
基
本
に
、
関

連
事
項
を
整
理
し
条
例
素
案
を
策
定
し
ま
す
。
そ
の
後
、「
市

民
懇
談
会
」
や
「
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
」
な
ど
を
通
じ
て
、

広
く
市
民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を
伺
い
、
有
意
な
意
見
を
反
映

さ
せ
て
条
例
案
を
取
り
ま
と
め
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
市
民
参

加
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
み
な
が
ら
、
平
成
26
年
３
月
市
議
会
定

例
会
へ
上
程
す
る
こ
と
を
目
標
に
作
業
を
進
め
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

　

な
お
、
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
市

公
式
サ
イ
ト
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

今
後
の
取
り
組
み

今
後
の
取
り
組
み

地域コミュニティ活動地域コミュニティ活動 市民参加と協働の推進市民参加と協働の推進

市民

●地域コミュニティ※は、地域に関わる
多様な主体と協働し、住みよいまちづ
くりを推進します。
●市民は、自らがまちづくりの担い手と
して認識し、自主的に参加し、協力す
るよう努めます。
●市は、地域コミュニティ活動を促進す
るために必要な措置を講じます。

●市は、市民がまちづくりに参加できる
よう多様な機会を提供するとともに、参
加しやすい環境を整備します。
●市は、政策形成過程において、市民が
市政に参加できるよう努めます。
●市民および市は、適切な役割分担の下、
互いの自主性および特性を尊重し、対等
な立場で連携し、協力するよう努めます。

行政

市民

地域コミュニティ

参加・協力
守り育てる

活動に必要な支援協働

協働による
市民生活の課題の
解決

審議会などの委員・
パブリックコメント
などへの参加

※「地域コミュニティ」とは、一定の地域を基盤とした、住民の組織あるいは住民同士のつながりであり、住民相互の信頼
および連帯により、住みよい地域社会の実現に向けたさまざまな活動を自主的・自立的に行う地縁型の組織です。

行政

条例制定までの流れ（予定）条例制定までの流れ（予定）




